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「食品安全基本法」の制定の基本的考え方
○国民の健康保護を最優先

○科学に基づく食品安全行政を推進

＜背景＞
○食品流通の広域化・国際化の進展
○腸管出血性大腸菌O-157やプリオン等の新たな危害要因の出現
○遺伝子組換え等の新たな技術の開発
○2001年9月の国内初のBSEの発生

・「リスクアナリシス」の仕組を導入

・リスク管理機関から独立して、科学的知見に基づき客
観的かつ中立公正に食品健康影響評価を実施すること
を主な役割とする食品安全委員会を内閣府に設置
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食品安全委員会の設置の背景



厚生労働省、農林水産省、
消費者庁 等

食品安全委員会

リスク評価 リスク管理
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・ハザードの同定
・ＡＤＩ、ＴＤＩの設定
・リスク管理施策の評価 等

・最大残留基準値（ＭＲＬ）の設定
・規格・基準の設定
・検査、サーベイランス、指導 等

食品安全に係るリスク評価・リスク管理体制



「リスクアナリシス」は、1980年代から開発
されてきた、食品安全に係る決定を行うための
、体系的で、統制のとれたアプローチ（取組方
法）であり、リスク管理、リスク評価、リスク
コミュニケーションの３要素が含まれる。

リスクアナリシスを活用することにより、公衆
衛生の継続的な向上を促進することができ、また
食品の国際的な貿易を拡大するための基礎を提供
する。
（“Food safety risk analysis-A guide for national food safety 

authorities”, 2006, WHO/FAO)
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「リスクアナリシス」とは？



①科学的知見の基づく客観的・中立公正な
食品健康影響評価（リスク評価）の実施

②農場～食卓までの一貫した対策の実施

③未然防止

④施策の公正性・透明性の確保

⑤WTO協定に整合した施策の実施

「リスクアナリシス」の有用性
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・ハザードの同定
・ＡＤＩ、ＴＤＩの設定
・リスク管理施策の評価 等

・最大残留基準値（ＭＲＬ）の設定
・規格・基準の設定
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食品安全委員会の組織

１２の専門調査会と５つのWG

専門委員：233名（実数）

化学物質系：農薬、添加物など

生物系： 微生物・ウイルスなど

新食品系：遺伝子組換え食品など

食品安全
委員会

７名

事務局
局長、次長、総務課、評価第1課、評価第2課、評価技
術企画室、評価調整官、評価情報分析官、情報･勧告
広報課、リスクコミュニケーション官

（職員数は120名）

企画等: 企画、緊急時対応、ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
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・ハザードの同定
・ＡＤＩ、ＴＤＩの設定
・リスク管理施策の評価 等

・最大残留基準値（ＭＲＬ）の設定
・規格・基準の設定
・検査、サーベイランス、指導 等

食品安全に係るリスク評価・リスク管理体制
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危害要因特定

ばく露評価危害要因判定

リスク判定

危害要因は何か？
・食中毒菌
・BSEプリオン
・カビ毒
・残留農薬
・食品添加物等

危害要因による健康への
悪影響の性質について、
毒性試験結果等から評価
（ADIの設定等）

健康への悪影響の程度と
発生の確率を推定

食品からの危害要因の
摂取量を推定

リスク評価の流れ
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～より迅速かつ的確な科学的評価を求めて～

①毒性学的情報に乏しい物質への対応
・（Q）SAR –in silico（コンピュータを用いた）評価方法-
・TTC

②より正確なばく露評価や毒性評価に資する
確率論的評価方法の導入
・BMDL
・モンテカルロシミュレーション
・DALYｓ等

③新たなハザードに対するリスク評価系の確立
・栄養成分でもある物質の評価
・食品中のアレルギー物質の評価

新たなリスク評価方法への取組


